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§4 行政処分等

　市民の安全な食生活を確保し、 食品等による危害の発生を防止するため、 不良食品の発見 ・ 排除等に努めた。

表 279　処分等の内容

施設総数
営業停止 
命 令

営業禁止 
命 令

回収命令
廃 棄 
命 令

返 品 
命 令

改 善 
命 令

指 導 書 始 末 書
無 許 可 
営業警告

そ の 他

総 数  3,320  5  3  1  1  -  -  278  12  3  3,017 

川 崎  716  3 - - - - -  89  1 -  623 

幸  410 - - - - - -  10 - -  400 

中 原  613 - -  1  1 - -  142  1 -  468 

高 津  415  2 - - - - -  8 -  3  402 

宮 前  453 - - - - - -  23  1 -  429 

多 摩  203 -  3 - - - - -  9 -  191 

麻 生  117 - - - - - - - - -  117 

北部市場  193 - - - - - -  4 - -  189 

南部市場  200 - - - - - -  2 - -  198 

資料 ： 健康安全室

表 280　食品等の処分

品名 処分 処分の理由

アイスミルク （アイスクリーム類） 回収及び廃棄命令 
食品衛生法第１１条第２項違反 （成分規格違反）
細菌数　1,600,000/ｇ （成分規格 ： 細菌数50,000/ｇ以下） 

資料 ： 健康安全室




